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第４ 情報及び意見の交換、相互理解の促進等  

１ 情報及び意見の交換等 

 

＜施策の目標＞ ・・・ 条例第24条 

 消費者、生産者等が、食の安全・安心についての相互理解と知識を深められるよう、リスクコミュ

ニケーションの効果的な実施に努めます。 

 

■  現 状 

食の安全・安心の確保を図るためには、食品の生産から消費に至る各段階の関係者の間で、食品

の安全性に関する情報の共有や相互の意思疎通を図ることが必要です。 

このため、道では、食品の安全性に関する情報の提供や、消費者、生産者、事業者等による意見

交換を中心にリスクコミュニケーションを実施しています。 

引き続き、道民及び生産者等が、食の安全・安心に関する相互理解を深めるため、リスクコミュ

ニケーションを効果的に実施していくことが重要です。 
 
■  令和６年度（2024 年度）に講じた施策 

 

  リスクコミュニケーションの効果的な実施  

・食品表示、食品衛生等、道民の関心が高い５つのテーマを設定し、リスクコミュニケーションを

実施しました。（消費生活課、食品衛生課、成長産業課、食品政策課） 

・リスクコミュニケーションの実施にあたっては、関係者と連携してテーマの検討や開催の案内を

行うとともに、使用した資料等を道ホームページにより情報提供し、食品の安全性に関する

知識と相互理解が深まるよう努めました。（消費生活課、食品衛生課、成長産業課、食品政策課） 

・市町村や消費者団体等関係団体からの要望に応じて資料を提供しました。（消費生活課、食品衛

生課、成長産業課、食品政策課）     

 

■  今後の課題 

・引き続き、消費者、生産者等が食の安全・安心についての相互理解と知識を深められるよう、リ

スクコミュニケーションを効果的に実施することが必要です。（消費生活課、食品衛生課、成長

産業課、食品政策課） 
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２ 食育及び地産地消の推進 
 

(１) 食育の推進 

 

＜施策の目標＞ ・・・ 条例第25条 

 食育をめぐる課題や情勢変化を踏まえ、「第５次北海道食育推進計画」（どさんこ食育推進プラン）

に基づき、様々な関係者と役割を分担しながら、食育の取組を効果的に推進します。 

 

■  現 状 

道内の食育については、各地で様々な主体による食育活動が広がりをみせる一方で、道民の食生

活における野菜不足や地域の食育の担い手の減少など様々な課題が存在するほか、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大により、対面型、体験型の取組が行えなかった間に取組主体の担い手の減少

や高齢化が進み、体験などの取組を再開するための担い手確保が課題となっています。 

このため、道では、令和６年（2024年）３月に策定した「第５次北海道食育推進計画」（どさん

こ食育推進プラン）に基づき、「子ども及び子育て世代の食育の推進」と「食に関わる関係者の連

携とネットワークの強化」を重点事項とし、関係の機関、団体を含め、道民と役割を分担しながら、

引き続き、北海道の食育を総合的・計画的に推進します。 

 

■  令和６年度（2024 年度）に講じた施策 

 

 健全な食生活の実践 

・食生活改善推進員の活動において「北海道食事バランスガイド」を積極的に活用し、適正体重の

理解と併せて望ましい食生活の普及に取り組み、知識の習得と行動変容につなげました。（地域

保健課）          

・学校の管理職や栄養教諭等を対象とした研修で、各学校において学校給食の準備から片付けまで

の一連の指導を充実させるよう指導・助言を実施しました。（教育庁）   

・第５次北海道食育推進計画において重点事項としている、「子ども及び子育て世代の食育の推進」

のため、子育て世代を対象に栄養バランスのとれた食事の重要性を説明する内容を含む食育取組

事例発表会などを実施しました。（食品政策課） 

   

食に関する知識の習得 

・令和３年（2021年）３月に策定した「北海道食品ロス削減推進計画」に基づき、関係部局と連携

し、食品ロス削減に向けた「どさんこ愛食食べきり運動」を推進しました。（食品政策課） 

・漁業士が小学校などにおいて、魚の生態、漁獲方法、調理方法等の出前授業を実施し、水産業に

対する関心を深めました。（水産経営課）     

・ホームページで水産物の情報を公開するなど、道産水産物に関する学習機会を創出するとともに、

原材料の提供など生産者等が行う食育事業に対して支援を行いました。（成長産業課） 

・食品表示制度に関するセミナーを開催し、表示制度の普及啓発に努めました。（消費生活課） 

・多様な主体が地域ぐるみで受け入れて、都市住民に対して地域の食の魅力などを伝えることがで

きる農村ツーリズムを推進するため、北海道農泊推進ネットワーク会議を活用して取組地域のよ

り一層の連携強化を図るなど、受入体制強化の取組を実施しました。（農村設計課） 
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食育の担い手育成と地域の推進基盤の強化 

・「どさんこ食育推進協議会」を開催し、関係団体等と情報を共有しました。（食品政策課） 

・各振興局における食育推進ネットワーク会議や地域で長年食育活動を実践している方々を講師と

する食育取組事例発表会などを開催し、地域のネットワークの強化を図るとともに、市町村にお

ける食育推進計画の重要性を周知しました。（食品政策課） 

 

■  今後の課題 

・令和６年（2024年)３月に策定した「第５次北海道食育推進計画」（どさんこ食育推進プラン）に

基づき、様々な関係者と役割を分担しながら、食育の取組を効果的に推進することが必要です。

（食品政策課） 

・農家戸数の減少等により農村ツーリズムの新たな受入農家の確保が困難となっているほか、今後

増加が見込まれる都市住民の旅行需要に応えられていないことから、引き続き受入体制強化を図

ることが必要です。（農村設計課）     
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 (２) 地産地消の推進 

          

＜施策の目標＞ 

 道内で生産された農林水産物及び加工品を道民が消費する地産地消の推進、消費者と生産者等との

相互理解の促進、地域資源の活用や観光との連携による道産食品の消費・販売の拡大など多様な取組

を推進します。 

 

■  現 状 

道では、道内で生産された農林水産物及び加工品を道民が消費する地産地消などを愛食運動とし

て総合的に展開しています。地産地消は、食を通じて生産者と消費者の絆を深め、地域の活性化や

健康で豊かな食生活を実現する上で大きな意義があるとともに、安定的な販路の確保や流通コスト

の低減、さらには環境負荷の低減にも資する重要な取組です。 

 

■ 令和６年度（2024 年度）に講じた施策   

 

  地産地消の推進   

・商談会や催事でのＰＲのほか、道内飲食店で特別メニューを提供するフェアの開催など、新顔冬

野菜の認知度の向上に取り組みました。（食品政策課）     

・消費、生産、商工等の団体や行政で組織する「北のめぐみ愛食運動道民会議」を開催し、各構成

団体における愛食運動の取組について情報共有を図りました。（食品政策課）  

・Facebook「どんどん食べよう北海道」において、北海道の旬の食材や各地で開催されるイベント

情報などを発信しました。（食品政策課）   

・北海道産食材を積極的に使い、こだわりの料理を提供する「北のめぐみ愛食レストラン」は、新

たに２店舗を認定しました。（食品政策課） 

・需要に応じた北海道米の生産を推進するため、中食・外食向けの新品種のＰＲや低コスト・省力

化技術の導入を促進するための研修会の開催、安定生産に向けた技術資料の作成支援を行いまし

た。（農産振興課） 

・農業団体と一体となった新米発表会での知事のトップセールスや、道内のコンビニ・スーパー等

と連携したテレビＣＭ、店頭や地下鉄車内広告、地域イベントなどの北海道米プロモーションを

行いました。（農産振興課） 

・良質な道産小麦の生産拡大を推進するため、農業団体や製粉業者と連携した道産小麦のＰＲを実

施しました。（農産振興課） 

・道内における輸入小麦から道産小麦への利用転換を図る「麦チェン」を推進するため、将来の食

の担い手となる調理・製菓専門学校生を対象に、小麦産地の見学会を開催しました。（食品政策

課）   

・道産水産物魚食普及推進事業等により生産者団体等へ支援を行い、生産者団体等が道産水産物を

使用した新製品を開発しました。（成長産業課）   

・北海道学校給食コンクール、北海道学校給食研究大会を開催し、地場産物を活用した特色ある献

立の周知及び活用促進に取り組んでいる実践事例等の普及・啓発を行いました。（教育庁） 
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消費者と生産者等との結び付きの強化   

 ・各種媒体（メールマガジン「どさんこ『ＭＯＧＵＭＯＧＵ』インフォメーション」、Facebook

「どんどん食べよう北海道」、北海道農業・農村情報誌「confa」など）により、道産食品や本

道農業に関し情報発信、理解の促進を図りました。（食料安全保障推進局、食品政策課、食産

業振興課、畜産振興課、水産林務部総務課）  

         

  地域の食資源を活かした取組の促進 

・６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援するため、北海道６次産業化サポートセンターを設

置・運営し、農林漁業者等からの相談への対応や課題に応じた専門家の派遣などに取り組みま

した。（食品政策課） 

・経営感覚を持って６次産業化に取り組む人材を育成するため、６次産業化に取り組もうとする

農林漁業者等を対象に「６次産業化等人材育成研修会」を開催しました。（食品政策課）  

・食クラスター活動を全道各地で効果的に推進するため、食に関わる意欲ある人材に対し、高度

なマーケティング力や全国的なネットワークを有する講師陣による専門的な研修を実施しまし

た（令和６年度（2024 年度）実績：人材育成研修「地域フード塾」絶品コース 20 名修了、事業

化コース 10 名修了、販売戦略コース 17名修了）。（食産業振興課） 

・YES!clean 表示制度、有機ＪＡＳ表示制度について、消費者向けのイベント等においてＰＲ活

動を実施しました。（食品政策課） 

・道産食品独自認証制度、道産食品登録制度については、道庁ロビーでのパネル展示や商談会で

の啓発資料の掲示、食関連イベントでのＰＲ、メールマガジンやＳＮＳ（Facebook）による情

報発信を行うなど、制度のＰＲに取り組みました。（食品政策課） 

・北海道食品機能性表示制度については、道独自の食品機能性表示制度の効果的な運用に取り組

み、販路拡大に向けた情報を道内外に発信し、令和７年（2025 年）３月末までに累計で 91社・

173 商品が認定され、令和６年（2024 年）３月末までに累計で約 386 億円の売り上げとなりま

した。（食産業振興課）  

・北のハイグレード食品については、道内の食材を活かして道内企業が製造する「優れた食味」

「高い品質管理」「強い消費者訴求力」を備えた商品を選定し、道内外へ発信することで、道

産食品全体の販路拡大の支援に取り組み、平成 22 年度（2010 年度）の創設から令和７年（2025

年）３月末までに累計で 1,311 品（延べ 1,040 社）が推薦され、241 品（延べ 228 社）の加工

品を選定しました。（食産業振興課） 

・「北海道愛食大使」の認定はありませんでした。（食品政策課）   

・ホームページや食育推進ネットワーク会議など、食育関係者が集まる会議を活用し、北海道ら

しい食づくり名人制度をＰＲし、登録を推進しました。令和７年（2025 年）３月末における食

づくり名人は 143 名（うち伝承名人 49 名）となっています。（食品政策課） 

 

観光産業との連携強化 

・北海道と札幌市の連携により、ＪＲ札幌駅西コンコース北口に設置している「北海道さっぽろ

『食と観光』情報館」の「食」コーナー（北海道どさんこプラザ札幌店）において、道内事業

者等に商品の販売や地域のＰＲ機会等を提供することにより、道産食品の消費・販売の拡大に

繋がりました。（食産業振興課） 

・全国で人気の高い北海道物産展において、道内事業者等に催事機会や地域の食と観光の魅力を

発信する機会を提供することにより、道産食品の消費・販売の拡大に繋がりました。（食産振

興課）
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■ 今後の課題 

・道産農林水産物の消費拡大については、引き続き、要望に応じた生産者等の取組支援や、親子

料理教室など要望に応じた取組が必要です。（関係各課） 

・北海道米については、家庭用はもとより、販路の拡大が期待できる中食や外食向けの業務用米

や加工用米のほか、酒米や米粉用米、輸出用米などの需要に応じた生産を進めるとともに、地

域イベントや道内のコンビニ・スーパー等と連携したプロモーションなどにより北海道米のブ

ランド力の強化と消費拡大を推進することが必要です。また、経営規模の拡大や担い手の高齢

化の進行に加え、業務用や加工用など多様なニーズに対応するため、更なる省力化生産技術や

低コスト技術の導入や多収品種の導入を図ることが必要です。（農産振興課、食品政策課） 

・食クラスター活動は、道産食品の高付加価値化と北海道ブランドの磨き上げを図るため、継続

して取り組むことが必要です。（食産業振興課）   

・農林漁業者等が行う、地域の食資源等を生かした取組を促進するため、個別相談対応や専門家

の派遣等を行う６次産業化サポートセンターの安定的な設置・運営が必要です。（食品政策課） 

・北海道食品機能性表示制度は、引き続きセミナーやイベント等を通じた消費者や流通業者等へ

の理解促進の取組が、また、北のハイグレード食品は、事業の認知度の向上の取組が必要です｡

（食産業振興課） 

 

 

 

  

90 88 85

現状値

Ｒ４ＲＹ

2022ＲＹ

実績値

Ｒ６ＲＹ

2024ＲＹ

目標値

北海道米の道内食率（％）

48 47 50

現状値

Ｒ３

2021

実績値

Ｒ６

2024

目標値

学校給食における地場産物の使用率

（食品数ベース）(％)

※ＲＹ（米穀年度）：前年 11 月～翌年 10 月 
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地産地消関連の主な表示・認証等のマーク 

愛食の日 愛食レストラン  愛食応援団 

麦チェン 
YES!clean 

きらりっぷ 

道産食品登録制度 北海道食品機能性表示制度 北のハイグレード食品 

北海道愛食大使 
  

有機ＪＡＳ表示制度  ＭＥＬ 
ＭＳＣ 



 

- 46 - 
 

 

＜施策の目標＞ ・・・ 条例第 26 条 

 道民が気軽に相談や申出ができるよう、窓口を明確にし、その周知を図るとともに、問い合わせ

の内容やその回答についての情報を提供します。 

 また、道が受理した情報について、共有化と一元的な管理を行うとともに、国等の関係機関と連

携の上、適切な措置を講じます。 

 

■  現 状 

食品の安全・安心を確保する上で、食品の安全性や食品の表示などに関する道民から相談や情

報提供に適切に対応することが重要です。 

道では、道立保健所や道立消費生活センターにおいて、消費者などからの食品の安全性や品質

等に関する相談を受け付けているほか、食品の表示や安全・安心に関する情報や、問合せ等を受

け付ける「食品安全相談ダイヤル」を開設し、道民の方々からの相談や申出に対応しています。 

また、これらの情報を庁内関係部局で共有化し、一元的に管理するとともに、関係法令に基づ

く措置など通報等に係る対応について点検を行っています。 

食の安全・安心の確保のため、引き続き、道民からの相談や情報提供に対応し、受理した情報

の共有と対応状況の点検を適切に実施する必要があります。 

 

■  令和６年度（2024 年度）に講じた施策 

・電話やウェブフォームにより、食品表示に関する情報や食品表示制度に関する問合せなどを受

け付けました。（消費生活課） 

・「食品安全相談ダイヤル」を設置し、食品の安全・安心全般に関する情報提供、問い合わせ、

意見等を受け付けました。（食品政策課）      

・全道の保健所窓口では、食品衛生に関係する各種相談に応じました。（食品衛生課） 

・道が受理した通報等の情報を関係部局で共有するため、「消費生活安定会議幹事会食品安全部

会」を毎月開催し、通報等に対する処理状況を確認・点検しました。（消費生活課）  

・国、地方自治体など、関係機関・団体と定期的に情報交換、協議を行うための会議等に参加し、

日頃からの連携の維持、円滑な協力体制の確保に努めました。（消費生活課）  

 

■  今後の課題 

・道に寄せられた食品衛生、食品表示に関する情報や通報を関係部局で共有するとともに、道民

の食の安全・安心を維持するため、引き続き情報や問合せなどを受け付け、適切な対応を取る

ことが必要です。（消費生活課、食品衛生課、食品政策課） 

・国等とも引き続き、定期的に情報交換、協議を行うことが必要です。（消費生活課） 

３ 道民からの申出 


